
もし、不適正処理が発生したら!? 

 次のような不適正処理が行われた場合、排出事業者が責任を問われます。 

  ◯自社敷地内に自社の産業廃棄物を埋めた。 

    ➜ 不法投棄！ 

  ◯委託契約書に、支払う料金について記載がなかった。 

    ➜ 法で定める委託基準違反！ 

  ◯産業廃棄物管理票（マニフェスト）の作成は処理業者に任せていた。 

    ➜ マニフェストは排出事業者が自ら交付しなければなりません！ 

  ◯処理委託した産業廃棄物が、不法投棄された。   

    ➜排出事業者が撤去を求められることがあります！ 

不法投棄された廃棄物 

  廃棄物処理法では、廃棄物を出した事業者（排出事業者）に対して、 

その産業廃棄物の処理を適正に行う責務が課せられています。 

  

   
 
  

①排出事業者は、産業廃棄物の発生抑制、発生した産業廃棄物を適正に分別し排出すること及び 

  再資源化に努めることが必要です。（法第３条） 
  

②排出事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければなりません。（法第１１条第１項） 
  

③排出事業者は、その産業廃棄物を自ら処理できない場合には、許可を有した産業廃棄物処理業 

  者に委託して処分することができます。（法第１２条第５項） 
  

④排出事業者は、産業廃棄物の処理を委託する場合、最終処分が終了するまでの一連の処理が 

  適正に行われるよう必要な措置を講じるよう努めなければなりません。（法第１２条第７項） 

  （※最終ページの自己チェックシートをご活用ください。） 

排出事業者の責務 

産業廃棄物を処理する責任は排出事業者にあります。 
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  排出事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、書面により、処理委 

託契約を行わなければなりません。 

 

○処理委託は、許可を有する事業者に行わなければなりません。  

 

○処理委託契約書には、法令で規定される事項が含まれていなければなりません。さらに、許可 

   証の写しを添付する必要があります。 

  

○処理委託契約書及び添付書類（許可証の写し）は、契約終了の日から５年間保存しなければな 

   りません。 

※収集運搬業者と、処分業者と、別々に、直接、契約してください。 

   ただし、同一業者に委託する場合は１つの契約でまとめることができます。 

処理委託契約 

産業廃棄物管理票（マニフェスト）の交付 

  排出事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、産業廃棄物管理票 

  （マニフェスト）を交付し、最終処分まで確認しなければなりません。 

 

○マニフェストの返却・保存  
  排出事業者は、交付したマニフェスト（ A票）及び収集運搬業者・処分業者から返却されたマニ 
 フェスト（B２票、D票、E票）を５年間保存しなければなりません。 

 ○マニフェストが返ってこないときは？ 

   マニフェストが期日までに返却されない場合等は、次の措置を講じる必要があります。 

産業廃棄物の処理委託で必要なこと 

処理委託契約の基本的な流れ 

排出事業者 処分業者 
（中間処分業・最終処分業） 

収集運搬業者 

産業廃棄物 産業廃棄物 

二者契約 

二者契約 

※電子マニフェストについて 

   ここでは従来のマニフェストを説明していますが、パソコンを利用した電子マニフェストもあり
ます。管理票の紛失の心配がなく、保存が不要になる等の利点がありますので、導入の検討を
お願いします。（http://www.jwnet.or.jp/jwnet/top.html） 



詳細は、埼玉県のホームページを御覧ください。 

URL：http://www.pref.saitama.lg.jp/a0506/sanpai-kanrihyouhoukoku.html 

 マニフェストを交付した排出事業者は、毎年６月３０日までに、前年度に交付したマニフェスト

の交付状況報告書を、知事あてに提出しなければなりません。 

（報告書の様式は、埼玉県のホームページで入手できます。） 

 電子マニフェスト利用の場合は、提出の必要はありません。 

マニフェスト記入例 

○マニフェストを交付した日から９０日（特別管理産業  

 廃棄物の場合は６０日）を過ぎても「Ｂ２票」や「Ｄ票」 

 が返却されないとき 
  

○マニフェストを交付した日から１８０日を過ぎても「Ｅ 

 票」が返却されないとき 
  

○必要事項が記載されていなかったり、虚偽の記載 

 がある写しが返却されたとき 
  

○処理困難の通知を受け、マニフェストが返却されて 

 いないとき 

   

【講じる措置】 

  次のような措置を講じる必要があります。 
  

○速やかに、委託先事業者に問い合わせ 

  る。 
  

○産業廃棄物が未処理の場合は、他の事 

  業者に処理委託をする。 
  

○３０日以内に知事に報告書を提出する。 

産業廃棄物管理票（マニフェスト）交付状況報告書 
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